
「
第
６
次
地
方
分
権
一
括
法
」の
施
行

〜
第
１
回　

法
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
〜

厚
生
労
働
省
ト
ピ
ッ
ク
ス�

（
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
）
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第
６
次
地
方
分
権
一
括
法
（
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進

を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
28
年
法
律
第
47
号
。））
が
平
成
28

年
8
月
20
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
地
方
分
権
に
関
す
る
関
係
法
律
を
一
括
し

て
改
正
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
職
業
安
定
法
と
雇
用
対
策
法
の
改
正
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
業
務
の
事
務
・
権
限
を
地
方
公
共
団
体
に
移
管
す
る
こ
と

に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
長
い
議
論
に
一
定
の
決
着
を
つ
け
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
誌
面
で
は
、
法
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
（
第
1
回
）
と
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
経

過
（
第
2
回
～
第
4
回
）
を
説
明
し
ま
す
。

　

説
明
に
先
立
ち
ま
し
て
、
こ
の
法
案
の
作
成
に
至
る
過
程
で
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
い
か

に
日
本
の
雇
用
を
守
る
上
で
不
可
欠
な
組
織
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
議
論
に
参
加
し
た
労

使
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
中
で
理
解
が
進
ん
で
い
た
こ
と
で
、「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
は
国

が
引
き
続
き
運
営
す
る
」
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
こ
と
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
各

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
日
頃
の
取
組
み
と
努
力
が
こ
の
法
律
に
結
び
つ
い
た
の
で
す
。

１�　

�

職
業
安
定
法
の
改
正

地
方
公
共
団
体
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
改

正
前
の
職
業
安
定
法
第
33
条
の
4
に
基
づ

き
、
届
出
に
よ
っ
て
無
料
職
業
紹
介
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
今
回
の

改
正
で
届
出
要
件
を
廃
止
し
、
地
方
公
共

団
体
が
自
由
に
無
料
職
業
紹
介
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ

の
仕
組
み
に
よ
り
自
ら
無
料
職
業
紹
介
を

実
施
す
る
地
方
公
共
団
体
を
「
特
定
地
方

公
共
団
体
」
と
定
義
し
て
お
り
ま
す
が
、

い
わ
ゆ
る
「
地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
は

こ
の
特
定
地
方
公
共
団
体
の
行
う
無
料
職

業
紹
介
事
業
所
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
地
方
公
共
団
体
が
無

料
職
業
紹
介
を
実
施
す
る
際
に
課
さ
れ
て

い
た
各
種
規
制
に
つ
い
て
緩
和
し
ま
す
。

改
正
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て

い
き
ま
す
。

ま
ず
、
届
出
義
務
を
廃
止
し
ま
す
が
、

国
と
し
て
は
ど
の
地
方
公
共
団
体
が
無
料

職
業
紹
介
を
実
施
し
て
い
る
か
を
把
握
す

る
こ
と
は
引
き
続
き
必
要
で
す
。
こ
の
た

め
、
無
料
職
業
紹
介
を
実
施
す
る
旨
を
国

に
対
し
通
知
（
事
後
で
も
可
）
し
て
も
ら

う
義
務
を
課
し
て
い
ま
す
。
通
知
事
項
は

施
行
規
則
に
定
め
て
い
ま
す
が
、
重
要
な

事
項
は
届
出
の
場
合
と
同
様
で
す
。

以
前
課
せ
ら
れ
て
い
た
規
制
の
う
ち
、

「
国
に
よ
る
助
言
指
導
、勧
告
、報
告
徴
収
、

立
入
検
査
」、「
事
業
停
止
命
令
」、「
改
善

命
令
」
に
つ
い
て
は
廃
止
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
地
方
公
共
団
体
の
届
出
に
よ
る
無
料

職
業
紹
介
の
実
施
を
認
め
た
平
成
16
年
以

降
、
地
方
公
共
団
体
に
こ
れ
ら
が
適
用
さ

れ
た
例
が
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
も

の
で
す
。一
方
で
労
働
者
の
保
護
の
た
め
、

地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
法
律
上
の
問
題

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
地
方
自
治
法
第
２

４
５
条
の
５
に
基
づ
く
是
正
の
要
求
等
を

行
い
ま
す
。

「
職
業
紹
介
責
任
者
の
選
任
義
務
」、「
帳

簿
の
備
え
付
け
義
務
」、「
事
業
報
告
書
の

提
出
義
務
」
に
つ
い
て
も
廃
止
し
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体

で
あ
れ
ば
法
律
上
の
義
務
が
な
く
と
も
組

織
的
な
責
任
者
が
置
か
れ
、
事
務
管
理
が

適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
も
の

で
す
。
一
方「
事
業
報
告
書
の
提
出
義
務
」

に
関
し
て
は
、
法
律
上
の
義
務
は
課
し
ま

せ
ん
が
、
国
と
し
て
他
の
職
業
紹
介
機
関

の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
は
必
要
で
す
の

で
、
地
方
自
治
法
第
２
４
５
条
の
４
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
資
料
の
提
出
の
要
求

に
よ
り
提
出
を
求
め
ま
す
。
報
告
の
内
容

は
従
前
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

次
に
、
改
正
後
も
引
き
続
き
地
方
版
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
も
課
さ
れ
る
規
定
に
つ
い

て
で
す
。

ま
ず
は
「
名
義
貸
し
の
禁
止
」
で
す
。

今
回
の
改
正
は
、
地
方
公
共
団
体
が
公
的

な
立
場
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
行
う
も
の

で
す
の
で
、
地
方
公
共
団
体
以
外
が
主
体

と
な
っ
て
法
規
制
の
対
象
外
と
さ
れ
る
こ

と
を
防
ぐ
こ
と
が
必
要
で
す
。
な
お
、
地

方
公
共
団
体
が
民
間
企
業
に
委
託
し
て
無

料
職
業
紹
介
を
実
施
す
る
場
合
も
同
様
で

す
。
地
方
公
共
団
体
か
ら
民
間
企
業
へ
の

委
託
は
禁
止
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
受
託
す
る
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民
間
企
業
に
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
法
規

制
が
課
せ
ら
れ
、
地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

と
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、「
性
別
等
に
よ
る
差
別
的
取
扱

い
の
禁
止
」、「
労
働
条
件
等
の
明
示
」、「
個

人
情
報
の
適
正
管
理
」、「
適
格
紹
介
」、「
労

働
争
議
へ
の
不
介
入
」、「
取
扱
職
種
の
範

囲
等
の
明
示
」、「
守
秘
義
務
」
に
つ
い
て

は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
も
同
様
に
課
せ
ら

れ
て
い
る
義
務
で
あ
り
、
職
業
紹
介
事
業

を
行
う
機
関
と
し
て
当
然
に
遵
守
す
べ
き

規
定
で
あ
る
た
め
、
存
置
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
対

し
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
持
つ
求
人
・

求
職
者
情
報
を
提
供
す
る
規
定
が
盛
り
込

ま
れ
ま
し
た
。
求
人
情
報
は
平
成
26
年
９

月
か
ら
、
求
職
者
情
報
は
平
成
28
年
３
月

か
ら
、
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
オ
ン
ラ
イ

ン
提
供
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
特
定
地

方
公
共
団
体
へ
の
提
供
に
つ
い
て
明
記
す

る
こ
と
で
、
法
律
上
も
情
報
共
有
す
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
は
民
間
企
業
と

は
明
確
に
異
な
る
公
的
な
機
関
で
あ
る
と

し
て
、
以
前
は
第
３
章
の
「
職
業
紹
介
事

業
者
」
の
一
類
型
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
、
第
２
章
の
２
と
し
て
地
方
公

共
団
体
を
個
別
の
事
業
主
体
と
位
置
づ
け

る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
は
二
重
行
政
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
は
憲
法
第
27
条
の

勤
労
権
の
保
障
の
た
め
、
雇
用
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
引

き
続
き
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
方
版
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
は
こ
れ
に
加
え
て
、
地
域
の

必
要
性
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
機
関

と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

２�　

�

雇
用
対
策
法
の
改
正

雇
用
対
策
法
で
は
こ
れ
ま
で
も
第
５

条
や
第
31
条
に
よ
っ
て
、
国
と
地
方
公
共

団
体
の
総
合
的
な
連
携
に
係
る
規
定
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。今
回
の
改
正
で
は
、

具
体
的
な
連
携
策
と
し
て
、
既
に
一
定
の

成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
雇
用
対
策
協
定
と

一
体
的
実
施
事
業
に
つ
い
て
、
明
示
的
に

規
定
さ
れ
ま
し
た
。

雇
用
対
策
協
定
は
、
平
成
28
年
８
月
31

日
時
点
で
１
０
６
の
地
方
公
共
団
体
（
37

都
道
府
県
69
市
町
村
）
と
締
結
さ
れ
て
い

ま
す
。
協
定
締
結
に
よ
り
、
労
働
局
と
地

方
公
共
団
体
の
個
別
の
取
組
み
が
整
理
・

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
、
運
営
協
議
会
を
通

じ
た
業
務
改
善
、
目
標
管
理
が
可
能
と
な

り
、
対
外
的
な
発
信
力
も
高
ま
る
こ
と
に

職業安定法の改正について
地方公共団体が民間とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介を実施できるよう、届出要件その他各種規制を
緩和し、地方公共団体が地域事情に応じた創意工夫により無料職業紹介を実施できる体制を整備する。

現　　　行 改 正 後
【職業安定法】
○地方公共団体が無料職業紹介を行う場合、職業
紹介事業者として以下の規制が課される。

　①事業開始・廃止の届出
　②その他各種規制

【閣議決定】
「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」
（平成 25 年 12 月20日）

「平成 26 年の地方からの提案等に対する対応方針」
（平成 27 年 1 月30日）

○ハローワークの求人情報のオンライン提供
　（平成 26 年より実施）

○ハローワークの求職情報のオンライン提供
　（平成 28 年 3 月より実施）

【職業安定法】
○民間の職業紹介事業者とは異なる位置づけ・公
的な主体として無料職業紹介を実施できる。

　①届出の廃止（通知のみ）
　②その他各種規制の見直し

※　地方公共団体の行う無料職業紹介に法令上の
問題が生じた際には、地方自治法に基づく是正の要
求等の国の関与で対応。

○無料職業紹介を行う地方公共団体が希望する場
合に、国のハローワークの求人情報及び求職情報
をオンラインで提供する。法定化

緩和

⒣性別等による差別的
取扱いの禁止

⒤労働条件等の明示
⒥個人情報の適正管理
⒦適格紹介
⒧労働争議への不介入
⒨取扱職種の範囲等の

明示
⒩守秘義務

⒣性別等による差別的
取扱いの禁止

⒤労働条件等の明示
⒥個人情報の適正管理
⒦適格紹介
⒧労働争議への不介入
⒨取扱職種の範囲等の

明示
⒩守秘義務

⒜国による助言指導、
勧告、 報告徴収、
立入検査

⒝事業停止命令
⒞改善命令
⒟職業紹介責任者

の選任
⒠帳簿の備え付け
⒡事業報告書の提出
⒢名義貸しの禁止

⒣性別等による差別的
取扱いの禁止

⒤労働条件等の明示
⒥個人情報の適正管理
⒦適格紹介
⒧労働争議への不介入
⒨取扱職種の範囲等の

明示
⒩守秘義務

⒣性別等による差別的
取扱いの禁止

⒤労働条件等の明示
⒥個人情報の適正管理
⒦適格紹介
⒧労働争議への不介入
⒨取扱職種の範囲等の

明示
⒩守秘義務

⒜廃止（※）

⒝廃止（※）

⒞廃止（※）

⒟廃止

⒠廃止
⒡廃止
⒢名義貸しの禁止
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窓
口
で
手
続
を
し
た
生
活
保
護
受
給
者
が

生
活
保
護
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
、
同
一

施
設
内
で
速
や
か
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ

る
就
職
支
援
を
行
い
、
実
際
に
保
護
費
の

削
減
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
声
も
聞

き
ま
す
。一
体
的
実
施
事
業
に
つ
い
て
は
、

平
成
27
年
度
で
３
０
３
拠
点
で
実
施
さ

れ
、
利
用
者
の
95
・
３
％
か
ら
「
満
足
」

と
の
回
答
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
全
て

の
地
方
公
共
団
体
か
ら
継
続
を
希
望
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、
地
方
の
労
使
か
ら
も
高

い
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
改
正
法
で
は
、
地
方
公
共
団
体

の
長
が
職
業
の
安
定
に
関
し
必
要
な
措
置

の
実
施
を
国
に
要
請
で
き
る
と
い
う
規
定

を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
要
請
は

右
記
の
雇
用
対
策
協
定
の
中
で
も
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
取
組
み

を
改
め
て
法
律
に
規
定
す
る
と
と
も
に
、

要
請
が
さ
れ
た
と
き
の
対
応
の
可
否
等
に

つ
い
て
学
識
経
験
者
等
の
意
見
を
聴
く
と

い
う
手
続
を
定
め
た
も
の
で
す
。

な
お
、
学
識
経
験
者
等
と
は
、
施
行
規

則
に
お
い
て
、学
識
経
験
者
、要
請
を
行
っ

た
地
方
公
共
団
体
の
長
、
そ
の
他
厚
生
労

働
大
臣
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
が
必
要

と
認
め
る
者
と
定
め
て
い
ま
す
。「
必
要

と
認
め
る
者
」
と
は
労
使
の
団
体
を
想
定

し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
方
々
か
ら
の

な
り
ま
す
。
実
際
に
、
労
働
局
と
地
方
公

共
団
体
の
職
員
の
各
レ
ベ
ル（
課
長
同
士
、

係
長
同
士
等
）
で
の
役
割
意
識
が
明
確
化

し
、
連
携
が
よ
り
強
化
さ
れ
た
と
い
う
声

も
聞
き
ま
す
。

一
体
的
実
施
事
業
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

の
サ
ー
ビ
ス
と
、
地
方
公
共
団
体
が
提
供

す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で

提
供
す
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
生
活
保
護

受
給
者
へ
の
支
援
で
す
。
福
祉
事
務
所
の

意
見
を
聴
く
場
と
し
て
、
具
体
的
に
は
地

方
労
働
審
議
会
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
法
律
上
雇
用
対
策
協
定
の
締
結

や
要
請
は
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
行
う
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
施
行
規
則
に
お

い
て
こ
の
権
限
を
都
道
府
県
労
働
局
長
に

委
任
し
て
い
ま
す
。
各
労
働
局
に
お
い
て

は
、
協
定
や
要
請
へ
の
対
応
は
こ
れ
ま
で

と
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
要
請
へ
の
対
応
に

つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
長
は
労
働
局

の
対
応
に
不
服
が
あ
る
と
き
な
ど
は
厚
生

労
働
大
臣
に
直
接
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
は
本
省

の
労
働
政
策
審
議
会
で
意
見
を
聴
く
こ
と

を
想
定
し
て
い
ま
す
。

３�　

今
後
も
連
携
強
化
を

こ
の
法
律
の
内
容
を
見
て
い
た
だ
け

れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
の

長
の
意
向
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
業
務
に
よ
り

反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
と
地
方
公

共
団
体
の
連
携
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

て
い
ま
す
。

今
後
も
各
都
道
府
県
労
働
局
や
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
で
、
こ
の
法
律
に
基
づ
い
た

連
携
が
ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
く
よ
う
取

組
ん
で
い
き
ま
す
。

雇用対策法の改正について

国と地方公共団体が連携して雇用対策を講じるための「雇用対策協定」、
国と地方公共団体が一体となってサービスを提供する一体的実施により、
国と地方公共団体の連携を強化する。
首長が職業の安定に必要な措置を国に要請できる仕組みも定める。

現　　　行 改 正 後
【雇用対策法】
○地方公共団体は、国の施策と相
まって、当該地域の実情に応じ、
雇用に関する必要な施策を講ず
るように努めなければならない。

○国及び地方公共団体は、国の行
う職業指導及び職業紹介の事
業等と地方公共団体の講ずる雇
用に関する施策が密接な関連の
下に円滑かつ効果的に実施され
るように相互に連絡し、及び協力
するものとする。

【雇用対策法】
○国と地方公共団体は雇用施策につ
いて協定の締結や同一施設での一
体的な実施により連携する。

○地方公共団体の長は職業の安定に
関し必要な措置の実施を国に要請
できる。
・国は実施の要否を遅滞なく地方公
共団体に通知。

・国は、要請に係る措置を行う必要
があるか否かを判断するに当たっ
ては、予め、学識経験者等の意見
を聴かなければならない。

連携策の
具体化


